
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１月１日提出分から、支払金の請求書、出金伝票兼請求

書、納付書及び見積書について、請求者や申請者の氏名等の記載欄

における社印、代表者印、個人印の押印が省略可能となります。 

 

 

※従来通り、押印のあるものを提出することも可能です。 

 

※請求書等の真正性を確認するため、提出時の本人確認や請求内容

の電話による確認等をさせていただく場合があります。 

 

※内部システムが電子化に対応されていないため、請求書等の提出

にあたっては、引き続き紙での持参もしくは郵送による提出をお

願いします。 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

名古屋市住宅供給公社  

総務部総務課経理係  

TEL：052-523-3860  

令和７年１月１日より、 

名古屋市住宅供給公社へ提出していただく 

請求書等への押印を省略 
できるようになります。 


